




奈良県立医科大学とルール大学との協定書  
  

 
両大学は、内科学分野あるいは外科学分野の一つの教室において、医学カリキュ

ラムの 3 年次から 5 年次の学生を最長 4 週間の期間で、年間 2 名まで臨床実習（ド

イツ語の「Famulatu」に相当。）として派遣することができる。また、両大学は、

内科学分野あるいは外科学分野において、医学カリキュラムの 6 年次の学生を最長

4 カ月の期間で、年間 1 名までクラークシップ（ドイツ語の「Praktisches Jahr」に

相当。）として派遣することができる。 
 
1. 学生は、自校の在籍を継続し、受入大学へ授業料を支払わなくてもよいこととす

る。 
 

2. 交換学生として本プログラムに参加する者は、英会話に堪能で十分な会話技能を

有するものとする。 
 

3. 学生は、交換期間について個別に適切な時期を選ぶこととする。ルール大学の学

生は、個別に派遣されることとする。奈良県立医科大学の学生は、個別にあるい

は団体で派遣されることとする。派遣の方法については、各大学がそれぞれ決定

することとする。 
 

4. 交換学生は、受入大学の学生寮またはゲストハウスを宿泊施設として提供される

こととする。 
 

5. 交換期間の最終日に、学生はクラークシップ修了証書または臨床実習修了証書を

受入大学から授与されることとする。 
 

6. ビザが必要な場合には、受入大学が学生に招待状を送ることとする。ただし、交

換学生は、受入国のビザを取得するために必要なすべての書類を揃え、その際に

発生する費用は自己負担で支払うことを義務とする。 
 

7. 学生は、食費、宿泊費、交通費を自己負担で支払うこととする。また、学生は、

不時の事故等で医療費の支払い義務が生じるなどといった、本交換プログラムに

付随して発生するその他の諸費を支払うことを義務とする。 
 

8. 学生は、学生として病院の医療活動に従事するために必要な健康保険および賠償

責任保険を所持することとする。 
 

9. 学生は、交換期間中に発生したすべての法的責任を負うこととする。 
 
10. 滞在条件についての個別的な同意書は、本プログラムに申し込みをした各々の交

換予定学生によって署名されなければならない。 
 

11. 両大学は、本プログラムにおける交換学生の不正行為や怠慢におけるあらゆる責

任を負わないことを明白に表する。 
 



12. 両大学は、本プログラムにおいて担当教授を置くこととする。本教授は、交換期

間の少なくとも 6 カ月前に、交換予定学生の氏名とすべての必要書類（写真付き

履歴書、志望動機書、パスポートの写し、本プログラムの条件に関する学生の個

別同意書）を受入大学へ送付することとする。本教授は、派遣学生が受入国にお

いて異文化理解を深めるために、派遣学生に事前に受入国や受入機関について情

報を提供し、かつ教育することとする。さらに、本教授は、受入学生が受入大学

に滞在する間、サポートすることとする。以下に示す教授が本件を担当すること

とする。 
 

ルール大学 Josune Guzman 教授 

奈良県立医科大学 教育開発センターを担当する教授 

 
13. 協定の終了：本協定は、署名された日から有効とし、どちらか一方が協定の終了

について書面通知しないかぎり有効とする。協定の終了について書面通知された

場合、両大学は、受入大学に既に候補として挙げられているすべての交換予定学

生に対して、本協定条件を最後まで遂行することに同意することとする。 
 

14. 協定の修正：その他の規定は、相互に書面によって同意することにより、本協定

の付則として追加できる。本付則は、両大学によって署名されることとする。両

大学は、翌年の交換に関して前年の 10 月までに修正案を提出することとする。 
 
 

上記の証として、以下に署名する奈良県立医科大学とルール大学の両大学は、署名

日において本協定書を履行するための権利能力および権限を有することを保証する。 
 
 
 
奈良県立医科大学 ルール大学 
 
 
 
___________________________ 
 学長 吉岡 章 
 

 
 
 
____________________________________
Prof. Dr. Elmar Weiler, Rector  
 

 
日付:  平成 22 年 4 月 1 日 
 

 
日付: 平成 22 年 4 月 9 日     
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